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北海道告示第４３１号

北海道プレジャーボート等の事故防止等に関する条例（平成１５年北海道条例第３５号）第１８
条の規定により、次の水域を水域利用調整区域に指定した。
平成２３年６月２１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 石狩浜海水浴場
� 区域
おおむね次のＡ、Ｂ、Ｃ及びＤ点を結んだ線内であって、北海道プレジャーボート等
の事故防止等に関する条例施行規則（平成１６年北海道規則第２３号）第１０条第４項に規定
される浮標及び立標に囲まれた区域
（Ａ点） 石狩市道２丁目線の北西方向延長線（以下１の事項において「基線」とい

う。）と海岸線が交差する地点から石狩河口方向へ海岸線に沿い８００�の地点
（Ｂ点） Ａ点から基線に平行する直線上の沖合８０�の地点
（Ｃ点） 基線と海岸線が交差する地点から東埠頭方向へ海岸線沿い１００�の地点
（Ｄ点） Ｃ点から基線に平行する直線上の沖合８０�の地点

� 制限又は禁止される行為
水域利用調整区域内におけるプレジャーボート等の航行又はプレジャーボート等を使

用して行われるレクリエーション活動の禁止
� 期 間 平成２３年６月２５日から同年８月１４日まで
２ おたるドリームビーチ海水浴場水域
� 区域
おおむね次のＡ、Ｂ、Ｃ及びＤ点を結んだ線内であって、北海道プレジャーボート等
の事故防止等に関する条例施行規則第１０条第４項に規定される浮標及び立標に囲まれた
区域
（Ａ点） 小�市道大浜海水浴場通線の北西方向延長線（以下２の事項において「基

線」という。）と海岸線が交差する地点から新川河口方向へ海岸線に沿い１５０�
の地点

（Ｂ点） Ａ点から基線に平行する直線上の沖合方向１１０�の地点
（Ｃ点） 基線と海岸線が交差する地点から星置川河口方向へ海岸線に沿い９５０�の地

点
（Ｄ点） Ｃ点から基線に平行する直線上の沖合方向１１０�の地点

� 制限又は禁止される行為
水域利用調整区域内におけるプレジャーボート等の航行又はプレジャーボート等を使
用して行われるレクリエーション活動の禁止

� 期 間 平成２３年６月２５日から同年８月３１日まで
３ サンセットビーチ銭函海水浴場水域
� 区域
おおむね次のＡ、Ｂ、Ｃ及びＤ点を結んだ線内であって、北海道プレジャーボート等
の事故防止等に関する条例施行規則第１０条第４項に規定される浮標及び立標に囲まれた
区域
（Ａ点） 小�市銭函３丁目５６番地東端境界線の北西方向延長線（以下３の事項におい

て「基線１」という。）と海岸線が交差する地点から小�市街方向へ海岸線に
沿い９０�の地点

（Ｂ点） Ａ点から基線１に平行する直線上の沖合方向１７０�の地点
（Ｃ点） 小�市銭函３丁目５１番地８西端境界線の北西方向延長線（以下３の事項にお

いて「基線２」という。）と海岸線が交差する地点
（Ｄ点） 基線２上で、Ｃ点から沖合方向１７０�の地点

� 制限又は禁止される行為
水域利用調整区域内におけるプレジャーボート等の航行又はプレジャーボート等を使
用して行われるレクリエーション活動の禁止

� 期 間 平成２３年７月１日から同年８月３１日まで
４ 銭函ヨットハ－バ－
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� 区域
おおむね次のＡ、Ｂ、Ｃ及びＤ点を結んだ線内であって、北海道プレジャーボート等
の事故防止等に関する条例施行規則第１０条第４項に規定される浮標及び立標に囲まれた
区域
（Ａ点） 小�市銭函３丁目５１番地８西端境界線の北西方向延長線（以下４の事項にお

いて「基線１」という。）と海岸線が交差する地点
（Ｂ点） 基線１上で、Ａ点から沖合方向１７０�の地点
（Ｃ点） 小�市銭函３丁目３９８番地北東端境界線の北北西方向延長線（以下４の事項

において「基線２」という。）と海岸線が交差する地点
（Ｄ点） 基線２上で、Ｃ点から沖合方向１７０�の地点

� 制限又は禁止される行為
水域利用調整区域内におけるプレジャーボート等の航行又はプレジャーボート等を使
用して行われるレクリエーション活動の禁止

� 期 間 平成２３年６月２５日から同年８月３１日まで
５ 銭函海水浴場水域
� 区域
おおむね次のＡ、Ｂ、Ｃ及びＤ点を結んだ線内であって、北海道プレジャーボート等
の事故防止等に関する条例施行規則第１０条第４項に規定される浮標及び立標に囲まれた
区域
（Ａ点） 小�市銭函３丁目３９８番地北東端境界線の北北西方向延長線（以下５の事項

において「基線」という。）と海岸線が交差する地点
（Ｂ点） 基線上で、Ａ点から沖合方向１７０�の地点
（Ｃ点） Ａ点から小�市街地方向へ海岸線に沿い４８０�の地点
（Ｄ点） Ｃ点から基線に平行する直線上の沖合い１７０�の地点

� 制限又は禁止される行為
水域利用調整区域内におけるプレジャーボート等の航行又はプレジャーボート等を使
用して行われるレクリエーション活動の禁止

� 期 間 平成２３年７月２日から同年８月３１日まで
６ 蘭島海水浴場、サンリバー海水浴場、水産動植物増殖施設水域
� 区域
おおむね次のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉ、Ｊ、Ｋ、Ｌ及びＭ点を結んだ線
内であって、北海道プレジャーボート等の事故防止等に関する条例施行規則第１０条第４
項に規定される浮標及び立標に囲まれた区域
（Ａ点） 小�市蘭島１丁目３３８番地４と同市蘭島１丁目３３９番地１の境界線（以下６の

事項において「基線１」という。）と海岸線が交差する地点

（Ｂ点） Ａ点から小�市街地方向へ海岸線に沿い５００�の地点
（Ｃ点） 小�市蘭島１丁目１０２番地４と同市蘭島１丁目１０２番地７の境界線（以下６の

事項において「基線２」という。）と海岸線が交差する地点
（Ｄ点） 基線２上で、Ｃ点から沖合方向３５０�の地点
（Ｅ点） 小�市蘭島１丁目９７番地と国有地の境界線（以下６の事項において「基線

３」という。）と海岸線が交差する地点
（Ｆ点） 基線３上で、Ｅ点から沖合方向１５０�の地点
（Ｇ点） 基線２上で、Ｃ点から沖合方向１５０�の地点
（Ｈ点） Ｂ点から基線１に平行する直線上の沖合方向１００�の地点
（Ｉ点） 小�市蘭島１丁目３３２番地２と同市蘭島１丁目３３３番地５の境界線（以下６の

事項において「基線４」という。）と海岸線が交差する地点
（Ｊ点） 基線４上で、Ｉ点から沖合方向３５０�の地点
（Ｋ点） 基線１上で、Ａ点から沖合方向４００�の地点
（Ｌ点） Ａ点から余市方向へ海岸線に沿い１８０�の地点
（Ｍ点） Ｌ点から余市方向へ海岸線に沿い２００�の地点

� 制限又は禁止される行為
水域利用調整区域内におけるプレジャーボート等の航行又はプレジャーボート等を使
用して行われるレクリエーション活動の禁止

� 期 間 平成２３年７月８日から同年８月２１日まで
７ 浜中・モイレ海水浴場水域
� 区域
おおむね次のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ及びＦ点を結んだ線内であって、北海道プレジャー
ボート等の事故防止等に関する条例施行規則第１０条第４項に規定される浮標及び立標に
囲まれた区域
（Ａ点） 余市町道旧役場線東方向延長線（以下７の事項において「基線」という。）

と海岸線が交差する地点から余市川河口方向へ海岸線に沿い２０�の地点
（Ｂ点） Ａ点から基線に平行する直線上の沖合い１００�の地点
（Ｃ点） 基線と海岸線が交差する地点からヌッチ川河口方向へ海岸線に沿い１５０�の

地点
（Ｄ点） Ｃ点から基線に平行する直線上の沖合い１００�の地点
（Ｅ点） Ｃ点からヌッチ川河口へ海岸線沿いに３３０�の地点
（Ｆ点） Ｅ点から基線に平行する直線上の沖合い１００�の地点

� 制限又は禁止される行為
水域利用調整区域内におけるプレジャーボート等の航行又はプレジャーボート等を使
用して行われるレクリエーション活動の禁止
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� 期 間 平成２３年７月１７日から同年８月１５日まで

北海道告示第４３２号

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５第１項の規定により、一般競争入
札に参加する者に必要な資格を定めた。
平成２３年６月２１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 資格及び調達をする物品等の種類
平成２３年度において道が締結しようとする�に定める契約に係る一般競争入札に参加す
る者に必要な資格は、�に定めるものとし、当該契約により調達をする地方公共団体の物
品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）第２条第２号
に規定する物品等の種類は、�に定めるものとする。
� 契 約 平成２３年６月２１日に一般競争入札の公告を行う道庁行政情報

ネットワークＬＡＮ機器（振興局等及び出先機関）の賃貸借契約
� 資 格 道庁行政情報ネットワークＬＡＮ機器（振興局等及び出先機

関）の賃貸借契約に関する資格（以下「資格」という。）
� 物 品 等 の 種 類 ＬＡＮ機器の賃貸借
２ 資 格 要 件
平成１６年北海道告示第４４７号の１の�、�及び�から	までによるほか、次による。

� 平成２３年６月１日現在において、引き続き２年以上物品の賃貸事業を営んでいること。
� 当該物品の障害発生時等に、速やかな対応ができる体制を有すること。
� 当該物品に関し、仕様書に記載の要件等を満たしていることを証明した者であること。
３ 資 格 要 件 の 特 例
平成１６年北海道告示第４４７号の２による。

４ 資格審査の申請の時期及び方法
� 申 請 の 時 期
資格審査の申請は、平成２３年６月２１日から同年７月２５日まで（日曜日、土曜日及び国
民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の毎日午前
９時から午後５時までの間にしなければならない。

� 申 請 の 方 法
資格審査の申請は、次に掲げる申請書類の提出先に、当該提出先の指示により作成し
た申請書類を提出することにより行わなければならない。
ア 提出先の名称 北海道総合政策部科学ＩＴ振興局情報政策課
イ 提出先の所在地 札幌市中央区北３条西６丁目

５ 資格審査の再申請並びに資格の有効期間及び当該期間の更新手続並びに資格の喪失

平成１６年北海道告示第４４７号の３の�のアからウまで及び�、４の�及び�並びに５の
�による。

北海道告示第４３３号

次のとおり、一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
平成２３年６月２１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 入札に付する事項
� 調達をする物品等の名称及び数量
道庁行政情報ネットワークＬＡＮ機器（振興局等及び出先機関）の賃貸借
一式（１月当たりの単価）

� 調達をする物品等の仕様等 入札説明書及び仕様書による。
� 契 約 期 間 平成２４年３月１日から平成２９年２月２８日まで。ただし、予算

の範囲内で、当該契約期間を変更することがあり得る。

 納 入 場 所 入札説明書及び仕様書による。
２ 入札に参加する者に必要な資格
平成２３年北海道告示第４３２号に規定する道庁行政情報ネットワークＬＡＮ機器（振興局
等及び出先機関）の賃貸借の資格を有すること。
３ 契約条項を示す場所
北海道総合政策部科学ＩＴ振興局情報政策課

４ 入札執行の場所及び日時
� 入 札 場 所 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道本庁舎３階テレビ会議

室（送付による場合は、郵便番号０６０－８５８８ 札幌市中央区北
３条西６丁目 北海道総合政策部科学ＩＴ振興局情報政策課）

� 入 札 日 時 平成２３年８月１日（月）午後１時３０分（送付による場合は、
７月２９日までに必着）

� 開 札 場 所 �に同じ。

 開 札 日 時 �に同じ。
５ 入 札 保 証 金
平成１６年北海道告示第４４８号の１の�による。

６ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 ３に同じ。
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。
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なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る
返信用封筒（宛先を明記したもの）及び重量３００グラムに見合
う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、
契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。

７ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
落札者の決定方法は次によることとし、契約書の作成は要する。
北海道財務規則（昭和４５年北海道規則第３０号）第１５１条第１項の規定により定めた予定
価格（１月当たりの単価）の制限の範囲内で最低の価格（１月当たりの単価）をもって入
札（有効な入札に限る。）した者を落札者とする。
８ 落札者と契約の締結を行わない場合
落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を
講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
９ そ の 他
平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、
、�、	、�からまでによるほか、次によ
る。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道総合政策部科学ＩＴ振興局情報政策課
� 所 在 地 郵便番号０６０－８５８８ 札幌市中央区北３条西６丁目

電話番号０１１－２０４－５１７２
１０ Summary

Ａ Nature and quantity of the products to be procured :

A lease of LAN apparatus used for the Hokkaido administration network system, a complete

set

Ｂ Bid tendering date and time : 1 : 30 P.M., August 1, 2011

(If mailed, bids must no later than July 29, 2011)

Ｃ Contact : Information Policy Planning Division, Bureau of Science and IT Promotion,

Department of Policy Planning and Coordination, Hokkaido Government, Nishi 6-chome,

Kita 3-jo, Chuo-ku, Sapporo 060-8588 Japan

Phone : 011-204-5172

北海道告示第４３４号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する予定である。
平成２３年６月２１日

北海道知事 高 橋 はるみ

１ 解除予定保安林の所在場所 目梨郡羅臼町共栄町６の１・１０６の１（以上２筆につ
いて次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
３ 解 除 の 理 由 道路用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道根室振興局産業振興部林務課及び羅臼町役場
に備え置いて縦覧に供する。）

総 合 振 興 局 告 示 及 び
振 興 局 告 示

北海道胆振総合振興局告示第４２号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２３年６月２１日

北海道胆振総合振興局長 石 橋 秀 規
１ 落札に係る物品等の名称（１月に係る１台当たりの単価及び１枚当たりの単価）及び調
達予定数量
� デジタル複写機等の賃貸借契約（入札番号１）
２台及び３２，６００枚（１台当たり）

� デジタル複写機等の賃貸借契約（入札番号２）
４台及び１５，４００枚（１台当たり）

� デジタル複写機等の賃貸借契約（入札番号３）
２台及び２９，０００枚（１台当たり）


 デジタル複写機等の賃貸借契約（入札番号４）
１台及び１０，９００枚（１台当たり）

� デジタル複写機等の賃貸借契約（入札番号５）
１台及び２，１００枚（１台当たり）

２ 落札を決定した日
平成２３年４月２８日

３ 落札者の氏名及び住所
�ア 氏 名 株式会社道南事務機器
イ 住 所 室蘭市本町１丁目５番７号

�ア 氏 名 総合事務機株式会社
イ 住 所 室蘭市東町２丁目２３番１１号

�ア 氏 名 道南事務器株式会社
イ 住 所 室蘭市中央町３丁目１番６号
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ア 氏 名 株式会社近藤商会室蘭支店
イ 住 所 室蘭市常盤町６番１７号

�ア 氏 名 サニー事務器株式会社
イ 住 所 苫小牧市北光町４丁目３番８号

４ 落札金額
� 基本料金 ０円
複写料金 １枚から１５，０００枚まで ０．７３円

１５，００１枚から３０，０００枚まで ０．６２円
３０，００１枚以上 ０．６０円

� 基本料金 ０円
複写料金 １枚から５，０００枚まで １．２０円

５，００１枚から１０，０００枚まで ０．９０円
１０，００１枚以上 ０．８０円

� 基本料金 １円
複写料金 １枚から１５，０００枚まで ０．７３円

１５，００１枚から２５，０００枚まで ０．６５円
２５，００１枚以上 ０．６４円


 基本料金 ５，１００円
複写料金 １枚から５，０００枚まで ０．７５円

５，００１枚から１０，０００枚まで ０．７５円
１０，００１枚以上 ０．７５円

� 基本料金 ０円
複写料金 １枚から２，０００枚まで ４．２０円

２，００１枚以上 ４．２０円
５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２３年３月１８日付け北海道胆振総合振興局告示第３４号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道胆振総合振興局地域政策部総務課
� 所在地 室蘭市海岸町１丁目４番１号むろらん広域センタービル

道教育庁実習船管理局告示

北海道教育庁実習船管理局告示第５号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２３年６月２１日

北海道教育庁実習船管理局長 名 畑 雅 弘
１ 落札に係る特定役務の名称及び数量
� 実習船若竹丸第二種中間検査工事 一式
� 実習船北鳳丸第二種中間検査工事 一式
２ 落札を決定した日
平成２３年６月１０日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 函東工業株式会社
� 住 所 函館市浅野町３番１１号
４ 落札金額
� ５５，３３５，０００円
� ４６，９３５，０００円
５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の告示
平成２３年４月２６日付け北海道教育庁実習船管理局告示第３号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道教育庁実習船管理局
� 所在地 函館市美原４丁目６番１６号
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